
「まるで戦前の思想統制」 

 

 ここ 2 回レポートしてきたテーマだ。表題は毎日新聞 7 月 28 日夕刊「特集ワイド」。

リードから―心配である。参院選で大勝し、かつてない巨大権力を手に入れた自民党が、

だ。これまでにも強引な政治手法は批判されてきたが、さらに党のホームページ HP 上

で「政治的中立を逸脱した学校の先生がい

たら名前などを教えて」という趣旨の「調

査」に乗り出し、「まるで戦前」と波紋を広

げているのだ。歴史をひもときながら取材

すると、「中立」とは言い難い、彼らの本音

も浮かび上がる・・・。 

「・・・今ですら教育現場では、憲法を教え、

平和という言葉を使うことを『政治的』と

誤解し、避ける風潮が生じているんです」と憤るのは、日本弁護士連合会憲法問題対策

本部の副本部長で教育関連法にも詳しい伊藤真弁護士だ。「誤解の最たるものが特定政

党の政策、例えば安保関連法や憲法改正を批判的に検討することを『偏向教育』と捉え

ること。批評は認められています」と伊藤さん。「民主社会の主権者に最も必要なのは、

自分たちが選んだ代表者(権力)に迎合せず、監視し続けて批判できる能力であり、これ

を身につけさせるのが教育現場の務めです。教育基本法の前文には『日本国憲法の精神

にのっとり、教育の基本を確立する』とある。先生は萎縮せず、生徒が批判的に政策を

見る目を養い、憲法の精神を考えさせる授業をどんどんやっていい」 

この「調査」を実施した自民党文部科学部会・部会長の木原稔衆議院議員の事務所に

は、「教育勅語」全文を記した額が掲げられていた。教育勅語は「軍人勅諭」とともに

48 年、衆参両院で排除・失効が決議されている。やはり「まるで戦前」のように感じ

てしまう。 

伊藤さんがこう指摘した。「批判をされない、あるいは許さない政府や権力は必ず腐

敗する。『国益』『愛国心』『誇り』と言い募る人ほど、教育現場を含め、自分たちの政

策への批判を受け入れ、多様な見解を尊重する態度が求められている。そうでないと国

は滅ぶ。70 年余り前に私たちはそれを学んだではありませんか」 

閉鎖された「調査」サイトにはこんな一文があった。「特定のイデオロギーに染まっ

た結論が導き出されることをわが党は危惧しております」。そう主張する今の自民党の

姿勢にこそ、多くの人が危惧を覚えているのだ。 

                              (2016 年 8 月 4 日) 


